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原子力機構は、原子力に関する総合的な研究開発機関です。
国の策定した中長期目標に従って、原子力の安全性向上研究、
核燃料サイクルの研究開発、原子力の基礎基盤研究、
東京電力福島第一原子力発電所事故への対応や放射性廃棄物処理・処分技術開発
などに取り組んでいます。

目標達成志向で行動する

・健全な組織文化の醸成

・多様な社会ニーズに応えるための強力な研究開発力

・エクスプラネーションからアカウンタビリティへ

・先手の安全・リスク対応

・専門性の向上と責任の自覚

行動基準

「ニュークリア×リニューアブル」で拓く新しい未来

ビジョン（目指す将来像）

国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構 理事長

原子力科学技術を
通じて人類社会の福祉と
繁栄に貢献する

経営理念：
https://www.jaea.go.jp/about_JAEA/philosophy.html

理事長メッセージ
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2023年度は原子力の平和利用の促進という意味
で国内外を含め大きな変革の中にありました。我が
国においては、2050年までにカーボンニュートラ
ルを達成するために、安全性確保を大前提に原子
力を最大限活用するという方針が示され（GXポリ
シー）、国際的にも気候変動対策の政府間協議の枠
組みであるCOP28において、初めて脱炭素社会実
現のために原子力を積極的に活用するという方針
が有力国の間で確認されました。

IAEAにおいてもグロッシ事務局長のリーダーシッ
プの下、現代社会が抱える様々な課題を原子力科
学技術により解決するという、いわばエネルギー源
だけではなくより幅広い分野で原子力を活用しよう
とする試みが始められていますし、原子力機構が交
流している各国の原子力関係研究機関においても
同様の取組が着実に進んでいます。
このような大きな変革の流れを受けて、原子力機
構は2023年度のスタートを切るまさに4月、新しい
ビジョンを示しました。これは今後の原子力機構が
進むべき研究開発の方向性を示したもので、次の３
つの分野から構成されています。
①原子力と再生可能エネルギーの相乗効果を追
求する研究開発（Synergy）

②原子力自体を継続可能なエネルギーとする研
究開発（Sustainable）

③原子力をエネルギー分野のみならず幅広い分
野で活用する研究開発（Ubiquitous）

2023年度は第４期中長期計画の第２年度に当たり
ますが、その中で定められた目標は全てこの3分野
の中に包含されております。即ち、このビジョンを着
実に実行することがそのまま中長期計画達成につな
がるということであり、加えて進むべき研究開発の方
向性を具体的にビジョンの中に落とし込んだことで、
部門間や事業間の連携がより一層進み、その分成果
の達成に好影響を与えるものと期待しております。

Synergyの分野におきましては、2024年3月に
HTTRを使った100％出力運転中の過酷事故を想定
した安全性実証試験を成功裏に終えるなど、高温ガ
ス炉の開発に大きな進捗が見られました。また、再

生可能エネルギーを蓄電するウラン・レドックス・
フロー電池の開発にも着手しました。

Sustainableの分野におきましては、福島第一原
子力発電所の廃炉に向けた支援活動に大きな成果
がありました。海洋放出するALPS処理水の安全基
準適合性を担保する第三者機関としての役割を確
実に果たしたほか、今後予定されている燃料デブリ
の分析のための施設の建設などその準備作業に入
りました。「ふげん」「もんじゅ」の廃止措置につい
ては、「ふげん」の使用済燃料の移送スケジュール
が後ろ倒しになり、また、「もんじゅ」のしゃへい体
取出しにおいて機器トラブルが発生するなど、いく
つか重要な課題が生じましたが、全体スケジュール
の遵守を目標に引き続き着実に進めてまいります。
また、高レベル放射性廃棄物の減容、資源化といっ
た新しいテーマにも積極的に挑戦したいと考え、そ
の準備に取り掛かりました。

Ubiquitousの分野におきましては、がん治療薬と
して期待が高まっているアクチニウム225の創薬化
への取組に関し、2024年２月に国立がん研究セン
ターと協力協定を締結しました。そのためにも基幹
設備としての「常陽」が果たす役割は極めて大きい
ものがありますので、その再稼働に向けて全力を
挙げて取り組んでいるところです。
また、経営面では原子力を巡る大きな変革の波に
追随できるよう、限られた経営資源をフル活用し、
最大の成果を世に出して国民社会の期待に応えて
ゆくために、大幅な組織改正、各種業務プロセスの
改革、人材の育成などに取り組みました。業務プロ
セスの改革、人材育成については2023年度から実
施中ですが、組織改正については地元自治体をは
じめ関係諸機関との調整を踏まえながら、2024年
度首から順次実施してゆく予定です。
原子力機構はこれからも状況の変化に柔軟に対
応し、少しの歩みも止めることなく、「原子力科学技
術を通じて、人類社会の福祉と繁栄に貢献する」と
いう使命を果たすべく邁進してまいりたいと思いま
す。引き続き御理解、御支援を賜りますようお願い
申し上げます。

2023年度の振り返り
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2050年
脱炭素社会

研究開発機能の維持・発展に向けた取組
環境負荷の低減に向けた取組の状況
リスクの管理状況
人材確保・育成と組織づくり
広聴広報と情報公開
地域発展への貢献

理事長メッセージ
理事長による経営マネジメント
マネジメント改革

原子力機構の研究開発が貢献する主なSDGs

業務の方針

業務の成果

業務の基盤

*  原子力機構では、2023年4月1日に新しい経営理念を策定し
ました。あらゆる他分野（リニューアブル関連技術）との親和
性を高め、協調・連携することにポイントを置いた、「『ニュー
クリア×リニューアブル』で拓く新しい未来」を新たなビジョン
として定めています。

業務の基盤が貢献する主なSDGs

経営理念：
https://www.jaea.go.jp/about_JAEA/

philosophy.html

高レベル放射性廃棄物の
処理処分に関する技術開発の

着実な実施

我が国全体の研究開発や
人材育成に貢献する

プラットフォーム機能の充実

安全性向上等の
革新的技術開発による

カーボンニュートラルへの貢献

原子力科学技術に係る
多様な研究開発の推進による
イノベーションの創出

安全を最優先とした持続的な
バックエンド対策の着実な推進

東京電力福島第一原子力
発電所事故の対処に係る
研究開発の推進

原子力安全規制行政及び
原子力防災に対する支援と
そのための安全研究の推進

原子力科学技術を
最大限に活用
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ででででででででで拓く新しいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未来来来**********************

目指す将来像ビジョン

中長期目標、中長期計画を達成し社会へ貢献
原子力機構は、主務大臣が定める中長期目標を達成し、
我が国全体の原子力開発利用・国内外の原子力の安全性向上・イノベーションの創出に
積極的に貢献します。
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体制を明確化し、目標達成に向けた経営改善を図り
ました。また、顕在化するおそれのあるリスクやリス
クが顕在化した場合に迅速かつ的確に対処する
ためのリスクマネジメント活動　を実施し、理事長ヒ
アリングと併せて一元的な経営マネジメントを実
施しました。

理事長による経営マネジメント

原子力機構では、理事長の強力なリーダーシップ
の下、個別に行っていた業務（事業計画、リソース
配分、リスクマネジメント、成果評価）を経営マネジ
メントサイクルと一体的に実施して効率性を向上させ
ました。理事長ヒアリングにおいては、各主要事業
が抱える課題について、技術、リソース、社会といっ
た観点を用いて網羅的に明らかにするとともに責任

理事長による経営管理サイクル

理事長ヒアリング及びリスクマネジメント活動

主務大臣

原子力機構

文部科学大臣、経済産業大臣、原子力規制委員会
中長期目標の設定 国立研究開発法人審議会機構部会 業務実績評価

反映

経営管理
サイクル

理事長ヒアリング

計画に基づく業務の実施

ヒアリングに基づく改善

年度計画の策定中長期計画の策定

業務実績等報告書

理事長
ヒアリング

目標を達成する
上での課題解決

原子力機構の主要事業について進捗管理とリスクマネジメント活動を一体化し、成果の最大化に向け
「技術」「リソース」「社会」といった観点から課題を網羅的に抽出し、対策を検討

・ 目標を達成する上での課題解決に向け、対策を多層化、具体化
組織横断的な取組、メーカー、大学などの外部機関との連携について検討
各課題の年度展開について検討

・ 抽出された各課題について、幹部職員が責任者となり、各課題解決に向けた体制を明確化

リスク
マネジメント

リスク発生防止
リスク発生後
の対策

原子力機構の主要事業に
ついて職位階層（経営層、
管理職層、実務者）及び3
つの要因（ストラテジー、
カルチャー、プロセス）ご
とに広くリスクを抽出

・ リスク発生時の被害拡大を最
小限にとどめる視点で、各リス
クに係る対策を作成

ストラテジーリスク
事業戦略（参入・継続 

・撤退）に係るリスク

カルチャーリスク
企業風土リスク（社内慣習､体
質､歴史､価値観､人事制度）

プロセスリスク
事業遂行（計画立案・
実行）に係るリスク

ガバナンス改革
で取り組んだリ
スクマネジメント

時間を要する改革

従来、取り組んで
きたリスク管理

トップ
マネジメント
（経営者）

ミドル
マネジメント
（事業部長・

SBU長）

エグゼ
キューション
（実務者）
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国の政策における原子力機構の位置付け及び役割

原子力機構は、法律に基づき「原子力基本法第二
条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基
礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを
確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃
料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する
技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する

技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとと
もに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社
会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力
の研究、開発及び利用の促進に寄与すること」を目
的として設立されています。

原子力機構は、国立研究開発法人日本原子力研
究開発機構法第四条の目的を達成するため、以下
の業務を行います。

（ (ⅰ)及び (ⅱ)にあっては、国立研究開発法人量子
科学技術研究開発機構法第十六条第一号に掲げる
業務に属するものを除く。）

法人の目的

業務内容

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第四条：
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000155

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第十七条：
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000155

（ⅰ）原子力に関する基礎的研究

（ⅱ）原子力に関する応用の研究

（ⅲ）核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務で次に掲げるもの

イ高速増殖炉の開発（実証炉を建設することにより行うものを除く。）及びこれに必要な研究

ロイに掲げる業務に必要な核燃料物質の開発及びこれに必要な研究

ハ 核燃料物質の再処理に関する技術の開発及びこれに必要な研究

ニ ハに掲げる業務に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技術の開発及びこれに必要な研究

（ⅳ）（ⅰ）から（ⅲ）までに掲げる業務に係る成果の普及、及びその活用の促進

（ⅴ）放射性廃棄物の処分に関する業務で次に掲げるもの（ただし、原子力発電環境整備機構の業務に属するものを除く。）

イ  機構の業務に伴い発生した放射性廃棄物及び機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物（実用発電用原子炉等から発生したもの
を除く。）の埋設の方法による最終的な処分

ロ 埋設処分を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理並びに埋設処分を終了した後の埋設施設の閉鎖及び閉鎖後の埋設施設が所
在した区域の管理

（ⅵ）機構の施設及び設備を科学技術に関する研究及び開発並びに原子力の開発及び利用を行う者の利用に供すること

（ⅶ）原子力に関する研究者及び技術者の養成、及びその資質の向上

（ⅷ）原子力に関する情報の収集、整理、及び提供

（ⅸ）（ⅰ）から（ⅲ）までに掲げる業務として行うもののほか、関係行政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼する原子力に関する試験及び研究、
調査、分析又は鑑定

（x）  科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び
技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと

（xi）（ⅰ）から（x）までの業務に附帯する業務

（xii）特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（平成六年法律第七十八号）第五条第三項に規定する業務

（xiii）（ⅰ）から（xii）までの業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託を受けて、これ
らの者の核原料物質（原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質をいう。）、核燃料物質又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業務
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原子力機構における政策体系図

原子力基本法（原子力機構を含め、国の原子力研究、利用について定めるもの）

【国の政策】

【第4期中長期目標（中長期計画）に定められる原子力機構の取組】
I. 安全を最優先とした業務運営に関する事項
II. 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

1. 安全性向上等の革新的技術開発によるカーボンニュートラルへの貢献

2. 原子力科学技術に係る多様な研究開発の推進によるイノベーションの創出

3. 我が国全体の研究開発や人材育成に貢献するプラットフォーム機能の充実

4. 東京電力福島第一原子力発電所事故の対処に係る研究開発の推進

5. 高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する技術開発の着実な実施

6. 安全を最優先とした持続的なバックエンド対策の着実な推進

7. 原子力安全規制行政及び原子力防災に対する支援とそのための安全研究の推進

III. 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
IV.財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置
V. その他業務運営に関する重要事項

【国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法】（原子力機構の目的、業務の範囲を示すもの）

「第6期科学技術・イノベーション基本計画」
「原子力利用に関する基本的考え方」
「技術開発・研究開発に対する考え方」
「エネルギー基本計画」

「地球温暖化対策計画」
「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」
「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

など

原子力基本法：
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC1000000186
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原子力機構では、独立行政法人通則法に従い、主
務大臣が定める中長期目標に基づき策定した中長期
計画、さらに中長期計画を達成するために年度ごと
に定める年度計画に基づいて業務を実施しています。
第３期中長期目標期間の最終年度である2021年

度に主務大臣によって第４期中長期目標が定められ
ました。第４期中長期目標においては2022年度か
ら2028年度までの7年間の原子力機構の目標を定
めており、策定に当たっては、以下のような考え方
が基本とされています。

中長期目標に基づき策定した第４期中長期計画及び2022年度の年度計画においては、「2050年カーボンニュー
トラルに伴うグリーン成長戦略」をはじめとした国の政策、様々な原子力機構を取り巻く社会課題、加えて、2020

年度に取りまとめた将来ビジョン「 JAEA2050+」の実現に向けた取組などを踏まえ、以下の研究開発を実施する
こととしています。

1.安全性向上等の革新的技術開発によるカーボンニュートラルへの貢献
2.原子力科学技術に係る多様な研究開発の推進によるイノベーションの創出
3.我が国全体の研究開発や人材育成に貢献するプラットフォーム機能の充実
4.東京電力福島第一原子力発電所事故の対処に係る研究開発の推進
5.高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する技術開発の着実な実施
6.安全を最優先とした持続的なバックエンド対策の着実な推進
7.原子力安全規制行政及び原子力防災に対する支援とそのための安全研究の推進

中長期目標、中長期計画及び年度計画の概要

中長期目標、中長期計画及び年度計画：
https://www.jaea.go.jp/about_JAEA/business_plan.html

【第４期中長期目標における基本的な考え方】
① エネルギー安全保障、科学技術･学術･産業の発展
における原子力の重要性

②カーボンニュートラルへの貢献等に係る政策的期待
③ 多面化･複雑化するデジタル化、新たな価値実現等
に係る政策的課題への対応

④ 安全最優先の下、研究開発活動とバックエンド対策
との両立

⑤ 重要課題である革新炉開発、軽水炉の一層の安
全性等の向上、デジタルトランスフォーメーション
（DX）によるイノベーション創出
⑥ 我が国全体の研究開発･人材育成基盤の維持･強
化への貢献

⑦ 新たな価値創出に向けた総合知の創出･活用の推進
⑧ 分かりやすい情報発信・双方的なコミュニケーショ
ン活動の推進
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運転

基本設計 詳細
設計

許認可、製作、
建設、据付

規格・基準類の整備

設備機器の開発・実証

原子力機構では、原子力システムの安全性向上の
ための研究を実施し、関係行政機関、原子力事業者な
どが行う安全性向上への支援や、自らが有する原子
力システムへの実装などに積極的に取り組んでいます。
具体的には、HTTRの安全性実証試験、「常陽」の運
転再開と「常陽」におけるラジオアイソトープ製造をコ
アプロジェクトに定め、今後、これらを進めることによ
り、カーボンニュートラルへの貢献、経済性向上など、

原子力システムに対する社会的要請に応えるとともに、
国際連携も活用した高速炉開発、SMR

*1などに必要
な革新原子炉技術の研究、高温ガス炉における水素
製造に係る要素技術の確立などに取り組んでいます。
*1  SMR（Small Modular Reactor）とは、電気出力1,000MWを超え
る大型原子炉に比べ、原子炉1基当たりの電気出力が300MW以下
の小型の原子炉で、高い安全性、設計・製作・建設コストの低減及
び立地の制約の緩和などが期待されています。

炉の建設・運転
【実証炉】

燃料製造施設の
建設・運転

炉の建設・運転
【実証炉】

（蒸気タービン、既存
水素製造技術採用）

研究開発
（R&D）

研究開発
（R&D）

燃料製造施設の建設・
運転

・機器、システムの成立性の確認
・建設コストの算定
・基本仕様の設定

機器単体、システムの
成立性の実証・確認

運転性などのシステム
性能の実証・確認

燃料供給

・ 冷却材機器開発試験施設が必要
（e.g. ナトリウムループAtheNa）

・ 照射施設が必要（e.g.米軽水炉試験炉ATR、高速実験炉常陽）・ 照射施設が必要（e.g.米軽水炉試験炉ATR、高速実験炉常陽）

・ 高温機器、大型機器成立性・ 高温機器、大型機器成立性
・材料データ・材料データ

・機器の性能データ取得のための各種要素試験が必要・機器の性能データ取得のための各種要素試験が必要

・ 構造、 
形状寸法、 
レイアウト 

等の設定

導入に向けた
技術

ロードマップ
（高速炉）

導入に向けた
技術

ロードマップ
（高温ガス炉）

燃料検討▽
制度設計
規制対策準備

事業許可申請

概念設計
フェーズ1/フェーズ2

概念検討 詳細設計基本
設計

製作
設計

設工認

概念
設計

最適化設計・基本設計 詳細設計 建設・試験

建設・試験

安全審査

運転

運転

大型試験施設による機器・系統の技術実証

HTTR-熱利用試験
（既存水素製造技術）

HTTR-熱利用試験
（カーボンフリー水素技術）

炉外試験（Heガスタービン）

燃料・材料の照射データ取得(含む、許認可用)

規格・基準類の整備

2020年 2030年 2040年 2050年

*2  出典：第33回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/033.html

事業者等からの個別のヒアリングを踏まえて、「研究開発を進めていく上での目標時期」として策定したもの。
（実際に建設を行う場合の運転開始時期等は、立地地域の理解確保を前提に、事業者の策定する計画に基づいて決定されることとなる。）

安全性向上等の革新的技術開発による
カーボンニュートラルへの貢献

・高燃焼度燃料、黒鉛材料データ・高燃焼度燃料、黒鉛材料データ
燃料・炉心高度化

概念設計、基本設計、 詳細設計、建設、照射試験

運転

・技術仕様の設定
・ プラント設計、システム設計・ プラント設計、システム設計
・ 荷重条件の設定、 
安全評価等

・ 許認可を取得した安全設計・ 許認可を取得した安全設計
・システム成立性・システム成立性
・カーボンフリー水素製造技術開発・カーボンフリー水素製造技術開発
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◆高温ガス炉の高い安全性をHTTRを用いて実証
2030年代後半の実証炉の運転開始を目指し、原
子力学会において高温ガス炉が事故時に炉心溶融
に至らないことを論証するための議論を、機械学会
において新たに策定すべき材料規格の議論を開始
しました。HTTR（高温工学試験研究炉）の熱を用い
て水素を製造する試験の次年度の許認可申請に向
け、基本設計と安全評価を行いました。

2030年代前半の実証炉の運転開始を目指す英国
において、英国国立原子力研究所（NNL）と連携し、
実証炉プログラム（Phase B）及び燃料プログラム
（Step1）に採択され、プロジェクトを開始しました。
高温ガス炉が持つ高い固有の安全性（事故時に炉心
が溶融しない）の実証の一環として、HTTRを用いて、
定格出力100％（30MW）からの炉心流量喪失試験（安
全性実証試験）を行いました。試験では、ヘリウム循環
機を強制停止し、原子炉の強制冷却を喪失させ、かつ、
制御棒を挿入しない状態においても、自然に原子炉出
力が低下し、安定な状態を維持することを確認しました。

安全性実証試験記念式典の様子

https://www.jaea.go.jp/02/press2023/

p24032801/

アウトカム
HTTRを用いた試験により、高温ガス炉の優れた安全性を広く社会
に示すことができ、カーボンニュートラルの実現へ向けて需要地近
接立地を目指す高温ガス炉の早期導入への貢献が期待されます。

◆原子炉建屋を水に浮かせて地震動を抑制する免震装置の実証試験を実施
◆「常陽」の運転再開に向けて原子炉設置変更許可を取得し、工事開始
小型モジュール原子炉（SMR）プラントの安全性
向上に向けて浮体式免震装置の開発を進めています。
これは水プールの上に浮かぶ3次元免震機能を有す
る浮体をプラントの土台とするものです。今般、（国
研）防災科学技術研究所との共同研究の一環で、世
界最大級の震動台である「Ｅ－ディフェンス」により、
実機の約1/15スケールで模擬試験体を加振し、高
い免震効果を確認するとともに、SMR安全性評価
に必要なデータを取得しました。
高速実験炉「常陽」では、2023年7月26日に、新規制
基準への適合性確認について、原子力規制委員会より
原子炉設置変更許可を取得しました。運転再開後は、
実証炉のための研究開発や、がん治療への高い効果が
期待されている医療用ラジオアイソトープの製造実証に
「常陽」を活用していく計画です。2024年2月29日には、
国立がん研究センターとラジオアイソトープを用いたが
ん治療薬の基盤研究などの協力協定を締結しました。

アウトカム
浮体式免震装置の適用により、SMRの耐震構造簡素化と立地場所
に依存しない設計標準化が可能になると期待されます。
「常陽」において、国内で唯一のナトリウム冷却型高速炉の新規制基
準適合の確認を受けた実績とともに、運転再開後の照射利用を通じ
て、カーボンニュートラルの実現に向けた高速炉の実用化への着実
な貢献が期待されます。

SMR用浮体式免震装置の
試験モデル

高速実験炉「常陽」新規制基
準対応工事の様子
（主冷却機建物の地盤補強
工事（地盤改良））
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組織概要

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法（平成十六年法律第百五十五号）

常勤職員（定年制職員数）は2023年度末におい
て3,090人（前期末比 -12人）であり、平均年齢は
42.3歳（前期末42.4歳）となっています。常勤職員

（定年制職員数）に、国など又は民間からの出向者は
含まれておりません。また、2024年3月31日退職
者は0人（定年延長のため）です。

沿革

設立の根拠となる法律名

組織体制

職員の状況

「日本原子力船研究開発事業団」

「量子科学技術研究開発機構」

統合（1985年）

動燃改革

一部業務の移管（2016年4月1日）

1956年
「日本原子力研究所」発足

2015年4月1日
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構へ改称

２
０
０
５
年
10
月
1
日

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研

究
開
発
機
構
設
立

日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法

案
成
立（
２
０
０
４
年
）

原
子
力
二
法
人
の
統
合
に

関
す
る
報
告
書（
２
０
０
３
年
）

特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化

計
画（
閣
議
決
定
２
０
０
１
年
）

1956年
「原子燃料公社」発足

1967年
「動力炉・核燃料開発事業団」発足

1998年
「核燃料サイクル開発機構」発足

*  2024年4月1日の組織改正において、機構の様々な経営課題から、より機動的な組織とするために部門制から拠点制に改組（一部部門は存置）する
とともに、新たな事業構想の立案等を検討する領域、理事長へ研究開発戦略に係る助言を行う最高研究開発責任者などを新たに設けました。

敦賀廃止措置実証部門

（本部組織） （部門組織）

理　事　長
副 理 事 長
理　　　事（6名）

バックエンド統括本部

建 設 部

福島研究開発部門

安全研究・防災支援部門

原子力科学研究部門

高速炉・新型炉研究開発部門

核燃料・バックエンド研究開発部門

安全・核セキュリティ統括本部

システム計算科学センター経　営　企　画　部

原 子 力 人 材 育 成 センター

JAEAイノベーションハブ 核不拡散・核セキュリティ総合支援センター

総 務 部 新 試 験 研 究 炉 推 進 室

人 事 部 高温ガス炉プロジェクト推進室

財 務 部

海外事業統括部

契 約 部

敦　賀　事　業　本　部

広 報 部

国 際 部

監 査 室

原子力安全監査課

監事（2名）
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①当事業年度中に完成した主要施設等
・なし

②当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充
・原子力施設等の安全対策
・東京電力福島第一原子力発電所廃止措置等に向けた研究拠点施設の整備

③当事業年度中に処分した主要施設等
・百塚原団地（土地）の売却（本部）（取得価額26百万円、減損損失累計額23百万円）

会計監査人は有限責任あずさ監査法人であり、当該監査法人及び当該監査法人と同一のネットワークに属す
る者に対する、当事業年度の当法人の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それぞ
れ32百万円及び11百万円です。

主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況

重要な施設等の整備等の状況

会計監査人の名称及びその報酬

人員・予算の推移

法人の名称 業務の概要 原子力機構との関係

（一財）原子力機構互助会 原子力機構の役員、職員及びその他の雇用者並びにこの法人の常勤役員及び雇用者の福利厚生の増
進を図るとともに、原子力機構の業務の進展に寄与することを目的とし、その達成のための事業を行う。 関連公益法人

（公財）放射線計測協会
放射線計測の信頼性向上に必要な事業を実施するとともに、その成果の活用及び放射線計測に係る
技術教育を行うことにより、原子力・放射線の開発及び利用の健全な発展並びに安全･安心な社会の
実現に寄与することを目的とし、その達成のための事業を行う。

関連公益法人

（公財）日本分析センター
環境中の物質に含まれる放射性物質の分析及び測定その他各種物質の分析及び測定、これに関する
調査研究などの事業を行い、国民の健康と安全の向上に寄与するとともに、あわせて学術及び科学
技術の振興を目的とする。

関連公益法人

（一財）放射線利用振興協会 放射線利用を振興するとともに、原子力の利用に係る知識及び技術の普及を推進することにより、国民
生活の向上及び持続発展可能な社会の構築に寄与することを目的とし、その達成のための事業を行う。 関連公益法人

（一財） 高度情報科学技術
研究機構

情報科学技術に係る研究・技術開発及び科学技術分野の情報の調査収集などを総合的に推進するこ
とにより、学術及び科学技術の発展に寄与することを目的とし、その達成のための事業を行う。 関連公益法人

財務諸表附属明細書：
https://www.jaea.go.jp/about_JAEA/financial/

　予算  　　年度末人員（定年制職員数）

（年度）

（人）（億円）

2005

2,094

4,338

2006

2,004

4,248

2007

1,950

4,157

2008

1,954

4,078

2009

1,927

3,955

2010

1,886

3,948

2011

1,891

3,922

2012

1,770

3,892

2013

1,828

3,831

2014

1,954

3,741

2015

1,954

3,683

2016*

1,488

3,133

2017

1,568

3,104

2018

1,538

3,090

2019

1,549

3,090

2020

1,560

3,116

2016年4月1日
量子科学技術研究
開発機構発足

2005年10月1日　日本原子力研究開発機構発足

2021

1,554

3,109

2022

1,525

3,102

2023

1,511

3,090

0

1,000

2,000

3,000

4,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

* 量子科学技術研究開発機構発足に伴う人員・予算の減
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研究開発拠点等の所在地（2024年6月現在）

ウィーン事務所
Leonard Bernsteinstrasse 8/2/34/7,

A-1220, Wien, AUSTRIA

Tel: +43-1-955-4012

パリ事務所
28, Rue de Berri 75008 Paris, 

FRANCE

Tel: +33-1-42-60-31-01

ワシントン事務所
1201 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 

240, Washington, D.C. 20004, U.S.A.

Tel: +1-202-338-3770

青森研究開発センター
〒035-0022

青森県むつ市大字関根字北関根400番地
Tel: 0175-25-3311（代表）

本部
〒319-1184

茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1

Tel: 029-282-1122（代表）

原子力科学研究所
〒319-1195

茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4

Tel: 029-282-5100（代表）

J-PARCセンター
原子力科学研究所内
Tel: 029-282-5100（代表）

核燃料サイクル工学研究所
〒319-1194

茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33

Tel: 029-282-1111（代表）

大洗研究所
〒311-1393

茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地
Tel: 029-267-4141（代表）

原子力緊急時支援・研修センター
〒311-1206

茨城県ひたちなか市西十三奉行11601番地13

Tel: 029-265-5111（代表）

幌延深地層研究センター
〒098-3224

北海道天塩郡幌延町字北進432番地2

Tel: 01632-5-2022（代表）

東濃地科学センター
〒509-5102

岐阜県土岐市泉町定林寺959番地の31

Tel: 0572-53-0211（代表）

敦賀事業本部
〒914-8585

福井県敦賀市木崎65号20番地
Tel: 0770-23-3021（代表）

新型転換炉原型炉ふげん
〒914-8510

福井県敦賀市明神町3番地
Tel: 0770-26-1221（代表）

高速増殖原型炉もんじゅ
〒919-1279

福井県敦賀市白木2丁目1番地
Tel: 0770-39-1031（代表）

原子力緊急時支援・研修センター
（福井支所）
〒914-0833

福井県敦賀市縄間54号大西平6番2

Tel:  0770-20-0050（代表）

廃炉環境国際共同研究センター
（富岡）〒979-1151

福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚790-1

Tel: 0240-21-3530（代表）
（三春）〒963-7700

福島県田村郡三春町深作10-2

福島県環境創造センター 研究棟内
Tel: 0247-61-2910（代表）
（南相馬）〒975-0036

福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-169

福島県環境創造センター環境放射線センター内
Tel: 0244-25-2072（代表）

楢葉遠隔技術開発センター
〒979-0513

福島県双葉郡楢葉町
大字山田岡字仲丸1-22

Tel: 0240-26-1040（代表）

大熊分析・研究センター
〒979-1301

福島県双葉郡大熊町夫沢字北原5

Tel: 080-4651-1911（総務課直通）

いわき事務所
〒970-8026

福島県いわき市平字大町7-1

平セントラルビル8階
Tel: 0246-35-7650（代表）

人形峠環境技術センター
〒708-0698

岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地
Tel:  0868-44-2211（代表）

東京事務所
〒100-8577

東京都千代田区内幸町2丁目2番2号
富国生命ビル19階
Tel: 03-3592-2111（代表）

播磨放射光RIラボラトリー
〒679-5148

兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1番1号
Tel: 0791-58-0822（代表）
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